
三原市役所生活環境課（電話：0848-67-6194）
〒723-8601 三原市港町三丁目5番１号 補助制度の詳細は、市ホーム

ページをご確認ください⇒

〇申請・問い合わせ先

 省エネ診断受診費補助　補助上限額 １万１千円

約440,000円／年
※設備投資不要の運用改善（空調電力量の削減等）による市内の事例

削減効果の一例

手続きの
流れ

①省エネ診断の
　　　受診

②診断結果の
　　確認

申請者

③補助金交付申請
　　兼実績報告

④補助金額の確定
　補助金の支払い

申請者 申請者 市 申請者（希望者のみ）

⑤下記設備の
　補助金申請

　省エネ診断の受診後、申請により「高効率空調設備」及び
「高効率照明機器」の設置費用の一部を補助します。

●補助対象設備

※補助事業の詳細は右の
　二次元コードをご確認ください。

▼脱炭素社会推進事業補助金

　診断内容や金額等を確認し、希望する「診断先」へ
直接お申込みください。

（令和７年４月現在）


